
 

 

事 務 連 絡 

令和５年８月８日 

 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

特 別 区     

 

 

環境省大臣官房環境保健部   

環境安全課環境リスク評価室 

 

 

PFOS 及び PFOA に関する地方公共団体による健康状態の把握について 

 

平素より環境行政の推進につきましては、特段の御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

今般、環境省が設置した「PFAS に対する総合戦略検討専門家会議」において、ペルフルオ

ロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)に関して現時点で取り組むべき事

項として、「PFAS に関する今後の対応の方向性」（以下「対応の方向性」という。）が取りま

とめられるとともに、専門家会議の監修の下で「PFOS、PFOA に関する Ｑ＆Ａ 集」（以下

「Ｑ＆Ａ 集」という。）を作成しましたので送付します。 

 

「対応の方向性」の中で、「PFOS 等による健康影響への不安の声が上がっている地域にお

いては、地域保健を担当する各自治体が、地域保健活動の一環として、健康指標に関する既

存統計を用いるなどして当該地域の健康状態を把握し、地域住民に向けた情報発信をするこ

とが望ましい」とされています。 

 

既存統計を用いた健康状態の具体的な把握方法について、別添のとおり整理しましたの

で、環境部局等と連携して対応する際に、参考にしていただければ幸いです。 

 

環境省では、今後も PFOS 及び PFOA に関する知見の集積等に努めていくこととしており、

連携・協力方よろしくお願いいたします。 

 

（参考）対応の方向性及びＱ＆Ａ 集リンク 
     https://www.env.go.jp/water/pfas/pfas.html  
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＜別添＞ 

１ 健康状態の把握の具体的方法 

（１） 活用が想定される既存統計 

「Ｑ＆Ａ 集」において、PFOS 及び PFOA と関連が報告されている健康影響として、コ

レステロール値の上昇、発がん、子どもの体重減少等が挙げられている。これらの健康指

標に対応する既存統計としては、「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和 57年法律第

80 号）に基づく特定健康診査の情報、「がん登録等の推進に関する法律」（平成 25年法律

第 111 号）に基づくがんの罹患情報、「母子保健法」(昭和 40年法律第 141 号)に基づく低

出生体重児の届出情報等が想定される。 

 

（２） 既存統計の活用方法 

目標値等（※）を超えて PFOS 及び PFOA が検出されたこと等により健康影響への不安の

声が上がっている地域において、（１）のような既存統計を用いて PFAS に関連する健康指

標の動向を確認する。例えば、健康指標の経年的な推移により増加傾向の有無を確認する

ことや、他地域との比較により、地域の健康指標に大きな差異がないかを確認することが

考えられる。なお、一部の自治体の先行事例として、過去 PFOS、PFOA が検出された浄水

場から水の供給を受けている市町村とそれ以外の市町村について、がんの罹患率等の健康

指標を用いて比較した事例等があるので参考にされたい。 

 

※目標値等： 水道水については、「水質基準に関する省令の一部改正等について（施行通知）」（令和

２年３月 30 日付け厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知）により、水質管理目標

設定項目としての目標値（暫定）が 50ng/L（PFOS 及び PFOA の合算値）と設定されている。ま

た、水環境については、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について

（通知）」（令和２年５月 28 日付け環境省水・大気環境局長通知）により、要監視項目としての

指針値（暫定）が、同じく 50ng/L（PFOS 及び PFOA の合算値）に設定されている。ここではこれ

らを合わせて「目標値等」とする。 

 

（３） 情報発信 

地域住民に対しては、Ｑ＆Ａ集を用いた啓発を行うとともに、（２）によって把握され

た地域の健康状態について、積極的に情報発信をしていくことが望まれる。 

 

２ 留意事項 

（１） １に示した地域の健康状態の把握や地域住民への情報発信については、地域の実情に

合わせて柔軟に実施することが適当である。 

 

（２） 地域の健康状態の把握は、地域保健活動の一環として実施するものであり、学術的な

調査研究を目的としたものではない。 



 

 

 

（３） 血液検査については、Ｑ＆Ａ集９頁Ｑ６に記載のとおり、どの程度の血中濃度でどの

ような健康影響が個人に生じるかについては明らかとなっておらず、血中濃度に関する

基準を定めることも、血液検査の結果のみをもって健康影響を把握することも困難なの

が現状である。 
 

（４） 既存統計を用いるなどして地域の健康状態を把握し、公表した場合には、当該公表内

容を環境省にも共有いただきたい。 
 
 
 

担当者連絡先 
環境安全課環境リスク評価室 

 担当：川原、齋藤 
 直通：03-5521-8262 

 e-mail：hoken-risuku@env.go.jp 



 

 

事 務 連 絡 

令和５年 10 月 31 日 

 

都 道 府 県 

各 保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

特 別 区     

 

 

環境省大臣官房環境保健部   

環境安全課環境リスク評価室 

 

 

PFOS 及び PFOA に関する地方公共団体による健康状態の把握について 

 

平素より環境行政の推進につきましては、特段の御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、令和５年８月８日付けで送付した事務連絡「PFOS 及び PFOA に関する地方公共団体

による健康状態の把握について」（環境省大臣官房環境安全課環境リスク評価室事務連絡）」

（以下「8 月 8 日付け事務連絡」という。）に関していくつか問合せをいただいております。 

この度、問い合わせ事項に対する回答を整理いたしましたので、御参考にしていただきた

くお送りいたします。 

なお、本事務連絡については、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課と協議済で

あることを申し添えます。 

 

１． 事務連絡の発出先について 

(1) 既存統計の活用による健康状態の把握は、地域保健活動の一環として実施するもの

である。 

(2) 保健所設置市、特別区には、8 月 8 日付け事務連絡は直接お送りしていないため、各

都道府県を通じて送付いただきたい。なお、本事務連絡も同様に扱っていただきた

い。 

 

２． 既存統計の活用結果の解釈について 
(1) 既存統計を用いるなどして地域の健康状態を把握し、公表した場合には、当該公表

内容を環境省に共有いただきたい。 
(2) また、地方公共団体が活用結果を解釈するに当たっては、必要に応じて環境省が相

談に応じることも可能である。 
 



 

 

３． 8 月 8日付け事務連絡で記載されている「既存統計」について 

ここでいう既存統計には、統計法（平成 19 年法律第 53号）に基づく公的統計以外の各

種データを含む。 

 

４． がん登録推進法に基づき収集された全国がん登録情報及び都道府県がん情報について 

(1) がん登録推進法は、がん医療の質の向上、がんの予防の推進、情報提供の充実及びそ

の他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、がんの罹患、治療、転帰等の状

況を把握し、分析することを目的としている。 

(2) 厚生労働省は、国内におけるがんの罹患等の情報を広く収集した全国がん登録情報

を集計し、毎年、「全国がん登録 罹患数・率 報告」を公表しており、都道府県単位

の年齢階級別、発見経緯別、進展度別等の罹患数・率が利用可能である。利用可能な

集計表は、政府統計の総合窓口 e-Stat でダウンロード可能である（https://www.e-

stat.go.jp/）。 

 
担当者連絡先 

環境安全課環境リスク評価室 

 担当：川原、齋藤 
 直通：03-5521-8262 

 e-mail：hoken-risuku@env.go.jp 


